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中国税務速報 

2021年 2月 18日 

1. 財政部 国家税務総局 「公益性寄附金等の所得税控除の適格性の認定に関する公告」 

公益寄付金を奨励するとともに、新型コロナウイルスの流行の影響を考慮し、中国財政部、国家税

務総局、民政部は 2021 年 2 月 4 日に「公益性寄附金等の所得税控除の適格性の認定に関する公告」を

発表し、2020 年度から 2022 年度までの公益性寄付金等の所得税控除の適格性について、以下の要件を

明らかにしました。 

 2018年と 2019年に係る公益慈善事業支出と管理費用の割合は、「民発〔2016〕189号」に従って

決定するものとする。 

 2018年から本公告の発表日までの直近の評価水準が 3 A以上（3 Aを含む）である必要がある。 

 公益性寄付金等の所得税控除の適格性の確認においては、非営利組織の免税資格に関しては当

面の間考慮しないものとする。 

本公告は 2020年 1月 1日より施行されます。 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5161442/content.html 

 

2. 国家税務総局 2020年度における個人所得税の総合所得に係る確定申告に関する公告 

納税者の正当な権益を確実に保持し、個人所得税の総合所得に係る確定申告制度を確立するべく、

国家税務総局は 2021 年 2 月 8 日に「2020 年度における個人所得税の総合所得に係る確定申告に関する

公告」を公布し、翌日に「公告」に関する解釈指針を発表しました。 

「公告」は、2019 年度の公告を踏まえ、確定申告制度の内容、還付税額や追加納付税額の計算方法

を明らかにする内容となっています。また確定申告が必要となるまたは不要となる納税者の条件や、

納税者が受けられる税引前控除額などを明確にしています。総じて、2019 年度の公告の基本的な枠組

みと主な内容を踏襲しつつ、納税準備の更なる簡素化や最適化を図るための新たな取り組みを織り込

んだ内容となっています。 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5161493/content.html 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5161494/content.html 

 

3. 国家税務総局 納税者と寄附者の意見を重視し、意見の収集に努める 

2021 年 2 月 2 日から、中国国家税務総局は様々な手段を講じて、市場関係者や社会の各部門の意見

を幅広く募集し、納税サービスの水準をさらに向上させるために、納税者のニーズに関する全国的な

調査を開始しました。これまでに、10 万人以上の納税者が税務ウェブサイトやクライアント端末、あ

るいは 12366納税サービスホットラインなどの方法を通じて調査に参加し、政策の改善や納税の利便性

向上等について、意見を提出しています。 

国家税務総局総監は、次のステップとして、税務局は引き続き納税者の意見や提案を収集し、更に

一連の取り組みを開始することで、サービスの改善や納税者の満足度の向上をより一層図っていくと

述べています。 

http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/07/content_5585581.html 
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4. 2020年度の税収統計 

中国財政部は 2021 年 1 月 28 日、2020 年度の財政収支状況を発表しました。その内、税収について

は以下の通りです。 

 （億元） （億円） 前年対比 

全国税収総額 154,310  2,518,339  (2.3%) 
    

＜主な税収項目の内訳＞    

国内増値税 56,791  926,829  (8.9%) 

国内消費税 12,028  196,297  (4.3%) 

企業所得税 36,424  594,440  (2.4%) 

個人所得税 11,568  188,790  11.4% 

輸出入関連       

(1) 輸入貨物増値税・消費税 14,535  237,211  (8.1%) 

(2) 関税 2,564  41,844  (11.2%) 

(3) 輸出還付 (14,549) (237,440) － 

都市維持建設税 4,608  75,203  (4.4%) 

車両取得税 3,531  57,626  0.9% 

印紙税 3,087  50,380  25.4% 

うち、証券取引印紙税 1,774  28,952  44.3% 

資源税 1,755  28,642  (3.7%) 

土地・不動産関連税金       

(1) 契税 7,061  115,236  13.7% 

(2) 土地増値税 6,468  105,558  0.1% 

(3) 不動産税 2,842  46,381  (4.9%) 

(4) 耕地占有税 1,258  20,531  (9.5%) 

(5) 城鎮土地使用税（※） 2,058  33,587  (6.2%) 

環境保護税 207  3,378  (6.4%) 

車両税・船舶トン税・ 

タバコ税・その他税金 
1,153  18,817  2.8% 

※  括弧内はマイナスの値   

※「城鎮土地使用税」国有・集団所有の土地の使用者 

   を納税義務者とし、使用面積に基づき課税する税金 
 

 

http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202101/t20210128_3650522.htm 

 

5. 陝西省 国内で唯一となる農業に係る総合保税区を設立 

国内で唯一となる農業に係る総合保税区、陝西省楊凌総合保税区が国務院の認可を得て設立されま

した。 

陝西省楊凌総合保税区は、楊凌の農業科学の特徴を組み合わせ、「４パーク１センター３プラット

フォーム」で構築されるとのことです。「４パーク１センター３プラットフォーム」とは、種子品質

資源保税研究開発パーク、ハイエンド食品加工産業パーク、バイオ医薬及び植物抽出産業パーク、越

境電子商取引産業パーク、農業設備及び農業生産資料展示取引センター、中国検査検疫科学研究院西

北分院、特殊商品出入国サプライチェーンプラットフォーム、特色を有する農産物の貿易プラットフ

ォームを意味します。陝西省楊凌総合保税区は完成後、その立地条件と政策の優位性を生かして、保

税加工、保税物流、保税サービスなどの事業を発展させていくことになります。 

http://www.shaanxi.gov.cn/xw/sxyw/202102/t20210205_2152191.html 

http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202101/t20210128_3650522.htm
http://www.shaanxi.gov.cn/xw/sxyw/202102/t20210205_2152191.html

